
弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領 
 
　（目的） 
第１条　この要領は、市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」
という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。）の下請負の適正
化を図るため、元請負人及び下請負人が講ずべき措置を定めるとともに、監督業務等において
把握すべき施工体制点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制を確保することを目
的とする。 

 
　（用語の定義） 
第２条　この要領において「下請契約」とは、法第２条第４項に規定する請負契約をいう。 
２　この要領において「元請負人」及び「下請負人」とは、法第２条第５項に規定する者をいう。 
３　この要領において「社会保険未加入建設業者」とは、次に掲げる届出を行っていない建設業
者（法第２条第３項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。）をいう。 

　(1)　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 
　(2)　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 
　(3)　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 
 
　（下請契約の締結の制限） 
第３条　特定建設業の許可を受けた者でない元請負人は、法第３条第１項第２号の規定に該当す
る下請契約を締結してはならない。 

 
　（下請負人の建設業の許可） 
第４条　元請負人は、下請負人が、下請負に付そうとする部分の工事の種類に対応する建設業の
許可を受けていることを確認しなければならない。ただし、許可を必要としないものについて
は、この限りでない。 

 
　（一括下請負の禁止） 
第５条　元請負人は、法第２２条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平
成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」という。）第１４条の規定に従い、工事
を一括して下請負に付してはならない。 

 
　（重層下請負） 
第６条　元請負人は、下請負人に対し、できる限り下請負に付する部分の工事を直接施工するよ
うに指導し、不必要な重層下請負が行われないよう留意しなければならない。 

２　元請負人は、下請負人が他人に下請負させる（以下「再下請負」という。）必要があると認
めたときは、下請負人に対し法第１９条の規定に従った再下請負の契約の締結、労働災害の防
止その他必要な措置をとるよう指導するとともに、当該下請契約を含む全ての下請負の状況を
把握しなければならない。 

 
　（下請契約の締結） 
第７条　元請負人及び下請負人は、法第１９条の規定に従い、工事の開始に先立って建設工事標
準下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建設業審議会決定）又はこれに準ずる内容による
下請契約を締結しなければならない。 

２　前項の下請契約にあたっては、法、入札契約適正化法、公共工事の品質確保の促進に関する
法律（平成１７年法律第１８号）その他法令を遵守しなければならない。 

 
　（下請契約の報告） 
第８条　市から直接工事を請け負った元請負人は、下請契約を締結したとき又は下請負人から入
札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用される法第２４条の８第２項の
規定による通知を受けたときは、速やかに報告書（様式第１号）を提出しなければならない。
当該報告書には、次に掲げる書類（以下「添付書類」という。）を添付するものとする。 
(1)　施工体制台帳（様式第２号）の写し 



(2)　下請負人が再下請負の契約を締結した場合、再下請負通知書（様式第３号）の写し 
　(3)　下請負人の建設業の許可が確認できる書類の写し 
　(4)　下請契約書の写し 
　(5)　施工体系図（様式第４号）の写し 
　(6)　一次下請契約に係る見積書の写し 
　(7)　作業員名簿（様式第５号） 
　(8)  その他必要な書類 
２　市から直接工事を請け負った元請負人は、下請負人及び下請負の内容に変更があったときは、
速やかに前項に規定する報告書及び添付書類（以下「報告書等」という。）を提出しなければ
ならない。この場合、変更のない添付書類は省くことができる。 

３　前項に規定する下請負人及び下請負の内容の変更が下請契約の解除の場合は、第１項第４号
の添付書類に代えて、報告書等に、下請契約の解除に関する元請負人と下請負人との合意書面
（書面の名称、様式は問わない。）の写しを添付するものとする。 

４　第１項及び第２項の報告書等は、工事監督課を経由し、契約担当課に提出するものとする。 
５　第１項第１号、第２号、第５号及び第７号に規定する書類は、工事書類の標準化の対象とし、
国土交通省又は青森県が定める様式を使用することを認める。 

 
　（下請理由の記載） 
第９条　市から直接工事を請け負った元請負人は、下請契約が次の各号のいずれかに該当すると
きには、第８条に規定する報告書に理由等を記載しなければならない。 
(1)  １件の一次下請契約の金額が、市から請け負った金額の２分の１を超えているもの 
(2)　施工業種において、市から直接工事を請け負った元請負人の等級（弘前市指名競争入札

参加者等選定規程（平成１８年弘前市訓令第１９号）第４条により格付けされたものをい
う。以下同じ。）と、一次下請負人の等級が同じものであるもの又は一次下請負人の等級
が当該元請負人の等級より上位であるもの 

(3)　工区割された工事で、同時期の隣接工事の下請負人が、当該工事の下請負人となってい
るもの 

(4)　社会保険未加入建設業者が、一次下請負人となっているもの 
 
　（工事監督課の点検及び報告） 
第 10 条　工事監督課は、第８条に規定する報告書等の提出があった場合には、施工体制点検リ
スト（様式第６号）を用い、次の事項について点検するものとする。 

　(1)　現場の監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者の専任状況 
　(2)　第８条第１項各号に掲げる書類の記載内容 
　(3)　施工体系図の工事現場での掲示状況 
　(4)　施工体制の把握 
　(5)　元請業者の建設業許可を示す標識等 
　(6)　共同企業体施工の場合の施工技術者の配置状況 
　(7)　一次下請契約に係る見積書の法定福利費の記載状況 
２　前項の点検が終了したときは、施工体制点検リストを報告書等に添付し決裁した後、契約担
当課へ提出するものとする。 

 
　（契約担当課の審査） 
第 11 条　契約担当課は、第８条に規定する報告書等の提出があった場合には、次の事項につい
て審査するものとする。 

　(1)　法第２２条に規定する事項 
　(2)　下請契約の総額が 50,000,000 円（建築一式工事にあっては 80,000,000 円）以上の場合、

元請負人の法第１５条に規定する特定建設業の許可の状況 
　(3)　１件の下請契約の金額が 5,000,000 円以上の場合、下請負人の法第３条の規定による建

設業の許可の状況 
　(4)　前３号に掲げるほか当該下請契約の法、その他の法令との整合性の状況 
 
 



　（一括下請負に関する点検） 
第 12 条　工事監督課及び契約担当課は、施工体制の点検において下請契約が一括下請負の疑義
があると認めた場合及び第９条第１号から第３号のいずれかに該当するときは、一括下請負点
検リスト（様式第７号）を用いて点検することとする。 

２　一括下請負に関する点検において、その具体的状況を把握する必要があるときは、元請負人
及び下請負人から事情を聴取するものとする。 

 
　（下請契約の改善措置要求） 
第 13 条　工事監督課は、第１０条第１項各号に掲げる事項に関して法令等に違反し、又は下請
負人の施工能力等が著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して必要な改善を求める
とともに契約担当課へ報告するものとする。 

２　契約担当課は、第１１条各号に掲げる事項に関して法令等に違反し、又は下請負人の施工能
力等が著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して必要な改善を求めるとともに工事
監督課へ報告するものとする。 

３　工事監督課又は契約担当課は、元請負人に対して前２項の要求をしたときは、元請負人から
そのとった措置を記載した改善報告書（様式第８号）を徴するものとする。 

 
　（不適正報告） 
第 14 条　工事監督課長は、施工体制の点検において次の事実が確認されたときは、下請報告に
関する不適正事項報告書（様式第９号）により契約担当課長に報告するものとする。 

　(1)  監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者の届出に虚偽があること。 
　(2)　下請契約の締結の日から概ね１か月を経過した後も第８条に規定する報告書等が提出さ

れていないこと。 
　(3)　その他の不適正事項があること。 
２　契約担当課長は、点検等により、入札契約適正化法第１１条第１号又は第２号のいずれかに
該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、同条に基づき、元請負人が建設業の許可を受
けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道
府県知事に対し、その事実を通知するものとする。 

 
　（工事成績への反映） 
第 15 条　入札・契約手続きにおける技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把握等
を通じて、元請負人に不適切な点があった場合、工事監督課は、その内容及び改善状況に応じ
て　工事成績評定に適切に反映させなければならない。 

 
　（措置要求に応じない場合の契約解除等） 
第 16 条　契約担当課は、元請負人が第１３条の求めに応じない場合には、当該工事の契約の解
除その他の措置を講ずることができる。 

 
　　　附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
（弘前市建設工事下請負の適正化要領の廃止） 
２　弘前市建設工事下請負の適正化要領（平成１５年１０月２４日弘前市長決定。以下「旧要領」
という。）は、廃止する。 

（経過措置） 
３　様式第２号から様式第４号までの規定は、この要領の施行の日以後に市が発注した建設工事
に係る下請契約について適用し、同日前に市が発注した建設工事に係る下請契約については、
旧要領様式第８号及び様式第９号の規定は、なおその効力を有する。 

　　附　則 
　　この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
　　附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、平成２８年６月１日から施行する。 



（経過措置） 
２　改正後の第１４条並びに様式第５号及び様式第６号の規定は、この要領の施行の日以後に指
名通知又は公告した建設工事に係る下請契約について適用し、同日前に指名通知又は公告した
建設工事に係る下請契約については、なお従前の例による。 

　　　附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２　改正後の第２条、第１０条、第１１条、第１３条及び第１５条並びに様式１号及び様式第５
号の規定は、平成３０年７月１日以後に指名通知又は公告した建設工事に係る下請契約につい
て適用し、同日前に指名通知又は公告した建設工事に係る下請契約については、なお従前の例
による。 

　　　附　則 
１　この要領は、令和元年５月１日から施行する。ただし、第２条、第１０条、第１１条、第１
３条及び第１５条並びに様式１号及び様式第５号の規定は、同日以後に指名通知又は公告した
建設工事に係る下請契約について適用し、同日前に指名通知又は公告した建設工事に係る下請
契約については、なお従前の例による。 

附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２　改正後の第８条、第１０条及び第１４条並びに様式第１号、様式第２号、様式第３号、様式
第４号、様式第５号、様式第６号、様式第８号及び様式第９号の規定は、この要領の施行の日
以後に指名通知又は公告した建設工事に係る下請契約について適用し、同日前に指名通知又は
公告した建設工事に係る下請契約については、なお従前の例による。 

附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２　この要領の施行の際現に有する様式については、当分の間、所要の調整をして使用すること
ができる。 

附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、令和５年１月１日から施行する。 
　　　附　則 
（施行期日） 

１　この要領は、令和６年１１月１日から施行する。ただし、様式第６号の規定は、同日
以後に行う下請契約について適用し、同日前に行った下請契約については、なお従前の例による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

附　則 
（施行期日） 
１　この要領は、令和７年３月１日から施行する。



（様式第１号）

令和 年 月 日

令和 年 月 日

年 月 日
弘前市長　様

について、添付のとおり下請契約

　を締結（変更）したので報告します。

　なお、今回報告する下請契約において、弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領
　第９条第１号から第４号に該当する契約が含まれますので、下記のとおり下請契約の理由等について
　報告します。
(1) １件の一次下請契約の金額が、市から請け負った金額の２分の１を超えている
(2) 施工業種において、自らの等級（弘前市指名競争入札参加者等選定規程第４条により格付けさ
れたものをいう。以下同じ。）と、一次下請負人の等級が同じものである又は一次下請負人の等

(3) 工区割された工事で、同時期の隣接工事の下請負人が当該工事の下請負人となっている
(4) 社会保険等未加入建設業者が一次下請負人となっている

※　社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結しなければ施工が困難となる場合その他
　特別の事情を記入すること。なお、この場合は、市が指定した日から概ね３０日以内に当該
　一次下請負人が社会保険等の加入の届出を行った事実を確認できる書類を提出すること。

（注意事項）
1

2 下請契約の理由等に係る記載は、弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領第９条第１号ない

し第４号に該当する下請契約が含まれる場合に記載すること。

3 施工体制台帳の写し、再下請負の契約を締結した場合は再下請負通知書の写し、下請負人の建設業の許可が確

認できる書類の写し、下請契約書（注文書及び注文請書）の写し、施工体系図の写し、一次下請契約に係る見積

書の写し（法定福利費が内訳明示されているもの）及び作業員名簿の写しを添付すること。

4

加えて変更後の事項を記載し、変更後の書類を添付し提出すること。なお、変更のない書類は添付を省略できる。

既に報告した下請負人又は下請負の内容に変更があった場合は、施工体制台帳には既に記載されている事項に

下請契約を締結したとき（二次下請以下も同様）に速やかに提出すること。

受理

決裁
契 約 担 当

部 長

級が自らの等級より上位である

建設工事の下請契約締結について（報告）第

（工事名称）

理由

住 所
商号又は名称

回

代表者職氏名
受注者

係

課長補佐 係 長課 長 係

□ 課 長

令和

決裁区分
市 長 副 市 長 工 事 監 督 担 当

部 長 課 長 課長補佐 係 長
市 長□

□
□ 部 長

副市長



（様式第２号）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※6 ※6

1
2 　監理・主任技術者の配置状況について、「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3

者を記載する。（監理技術者が、専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）
※1

り、その一部について行っていない場合を含む。)には｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用
除外｣を○で囲む。

※2 　元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
※3

の整理記号及び事業所番号を記載。
※4 　事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
※5 　労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※2～5については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。
※6 　当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。

　事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店

担　　当
工事内容

担　　当
工事内容

（記入要領）
　上記の記載事項が、発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、記載を省略することができる。

専　　門
技術者名

専　　   門
技 術 者 名

資格内容 資格内容

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 　有　　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 　有　　　無

雇用保険※5

元請契約

監理・主任
技術者名

専　任
資 格 内 容

非専任

発注者の
監督員名

権  限 及 び
意見申出方法

監督員名

現　　場
代理人名

権  限 及 び
意見申出方法

加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外 適用除外 適用除外

　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術

　各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あ

権  限 及 び
意見申出方法

下請契約

事業所整理
記号等

区分 営業所の名称※2 健康保険※3 厚生年金保険※4

発注者名
及　　び
住　　所

工　　期 契約日

工事名称
及　　び
工事内容

令和

令和

自

至
令和 年 月 日

建設業の
許　　可

許可業種 許可番号

第

一般

号

第

[会社名・事業者ID]

[事業所名・現場ID]

大臣 特定

一般

知事

大臣 特定

知事

工事業

工事業

令和

令和

令和

年

年

月

月

日

日

号

施　工　体　制　台　帳

許可（更新）年月日

監理技術者補佐
名

資 格 内 容

契　約
営業所

区分 名称 住所

元請契約

下請契約

健康保険等の
加入状況

保険加入の

有無※1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　　未加入



<<下請負人に関する事項>>

－ － ）

年 月 日

年 月 日

※6 ※6

※[主任技術者、専門技術者の記入要領] 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
記入する)

1 　主任技術者の配置状況について［専任・非専  (1)経験年数による場合
任］のいずれかに○印を付すること。     1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験

2 　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工     2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工     3)その他           10年以上の実務経験
するために必要な主任技術者を記載する。  (2)資格等による場合
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術     1)建設業法「技術検定」
者としての資格を有する場合は専門技術者を兼     2)建築士法「建築士試験」
ねることができる。）     3)技術士法「技術士試験」
　複数の専門工事を施工するために複数の専門     4)電気工事士法「電気工事士試験」
技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記     5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
載する。     6)消防法「消防設備士試験」

    7)職業能力開発促進法「技術検定」

※1
り、その一部について行っていない場合を含む)には｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用除
外｣を○で囲む。

※2 　元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
※3

整理記号及び事業所番号を記載。
※4 　事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
※5 　労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※2～5については下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。
※6 　当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。

担当工事内容

　各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あ

　事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 　有　　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 　有　　　無

権  限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

※主任技術者名
専　任

雇用管理責任者名
非専任

現場代理人名 安全衛生責任者名

雇用保険

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外 適用除外 適用除外

厚生年金保険

健康保険※3 厚生年金保険※4 雇用保険※5

健康保険等の
加入状況

保険加入の

有無※1

健康保険

事業所整理
記号等

営業所の名称※2

建設業の
許　　可

施工に必要な許可業種 許可番号

日
知事 一般

大臣 特定
第 号 令和 年 月

知事 一般
日

許可（更新）年月日

工事名称
及　　び
工事内容

工　　期 契約日
自 令和

至 令和
年 月 日令和

（℡

会社名・
事業者ID

代表者名

住　　所
電話番号

工事業

工事業

月
大臣 特定

第 号 令和 年



（様式第３号）

年 月 日

[報告下請負業者]

殿

TEL

<<自社に関する事項>>

年 月 日

年 月 日

※6 ※6

（記入要領）
1 　報告下請負業者は、直近上位の注文者に提出すること。
2

る場合は（再下請負契約関係）欄をコピーして使用する。
3

出ること。
※1

あり、その一部について行っていない場合を含む)には｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適
用除外｣を○で囲む。

※2 　請負契約に係る営業所の名称を記載。
※3

の整理記号及び事業所番号を記載。
※4 　事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
※5 　労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※6 　当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。

令和

再　下　請　負　通　知　書

直近上位
注文者名

現　　場
代理人名 住　　所

元請名称・
事業者ID

会社名・
事業者ID

代表者名

　各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数

　事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店

資 格 内 容 担当工事内容

　再下請負契約がある場合は、（再下請負契約関係）欄（当用紙の右部分）を記入すること。なお、再下請負契約が複数あ

　一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに、下請負業者編成表を作成のうえ、元請に届

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 　有　　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 　有　　　無

権  限 及 び
意見申出方法

※専門技術者名

※主任技術者名
専　任

資 格 内 容
非専任

現場代理人名 雇用管理責任者名

営業所の名称※2

権  限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

監 督 員 名 安全衛生責任者名

健康保険等の
加入状況

保険加入の

有無※1

健康保険 厚生年金保険

事業所整理
記号等

健康保険※3 厚生年金保険※4

雇用保険

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外 適用除外 適用除外

雇用保険※5

第 号
知事 一般

令和 年 月 日
工事業

建設業の
許　　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣 特定
第 号

知事 一般

大臣 特定

令和 年 月 日
工事業

工事名称
及　　び
工事内容

工　　期 契 約 日
至 令和

日
自 令和

令和 年 月



<<再下請負関係>> 再下請負業者及び再下請負契約関係について、次のとおり報告します。

－ － ）

年 月 日

年 月 日

※6 ※6

※[主任技術者、専門技術者の記入要領] 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
記入する)

1 　主任技術者の配置状況について［専任・非専  (1)経験年数による場合
任］のいずれかに○印を付すること。     1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験

2 　専門技術者には、土木・建築一式工事を施工     2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工     3)その他           10年以上の実務経験
するために必要な主任技術者を記載する。  (2)資格等による場合
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術     1)建設業法「技術検定」
者としての資格を有する場合は専門技術者を兼     2)建築士法「建築士試験」
ねることができる。）     3)技術士法「技術士試験」
　複数の専門工事を施工するために複数の専門     4)電気工事士法「電気工事士試験」
技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記     5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
載する。     6)消防法「消防設備士試験」

    7)職業能力開発促進法「技術検定」

※1
あり、その一部について行っていない場合を含む)には｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適
用除外｣を○で囲む。

※2 　請負契約に係る営業所の名称を記載。
※3

の整理記号及び事業所番号を記載。
※4 　事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
※5 　労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※6 　当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。

月 日

令和 年 月 日

令和 年

至 令和

知事 一般
第 号

第 号
知事 一般

大臣 特定

　事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

自 令和
令和 年 月 日

※主任技術者名
専　任

雇用管理責任者名
非専任

担当工事内容

　各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数

健康保険等の
加入状況

保険加入の

有無※1

健康保険

権  限 及 び
意見申出方法

安全衛生推進者名

現場代理人名 安全衛生責任者名

厚生年金保険

事業所整理
記号等

営業所の名称※2 健康保険※3 厚生年金保険※4

雇用保険

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外 適用除外 適用除外

工　　期 契約日

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 　有　　　無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 　有　　　無

建設業の
許　　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣 特定

工事業

工事業

雇用保険※5

会社名・
事業者ID

代表者名

住　　所
電話番号

（℡

工事名称
及　　び
工事内容



日

日

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

専門技術者

担当工事内容

（様式第４号）

会 長

副 会 長

元 請 名 ・ 事 業 者 ID

監 督 員 名

監 理 ・ 主 任 技 術 者 名

専 門 技 術 者 名

統括安全衛生責任者

工
事

担当工事内容

担当工事内容

主任技術者

専門技術者

一般／特定

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

主任技術者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

専門技術者

担当工事内容

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

工
事

令和　年　月　日

契 約 額

有 ・ 無

工
事

専門技術者

担当工事内容

担当工事内容

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

発 注 者 名

工 事 名

代表者名

許可番号

一般／特定の別

特定専門工事
の該当

会社名・事業者ID

書 記

工期

安全衛生責任者

工　期

専 門 技 術 者 名

担当工事内容

監 理 技 術 者 補 佐 名

契 約 額

元方安全衛生管理者 令和　年　月　日

有 ・ 無

一般／特定

工
事

専門技術者

一般／特定の別

主任技術者

安全衛生責任者

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

有 ・ 無
特定専門工事

の該当

令和　年　月　日

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

工期 令和　年　月　日

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

代表者名

会社名・事業者ID

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

工
事

専門技術者

担当工事内容

工期 令和　年　月　日

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

契 約 額

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

令和　年　月　日

会社名・事業者ID

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

契 約 額

契 約 額

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

工
事

専門技術者

担当工事内容

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

工
事

専門技術者

担当工事内容

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

工
事

専門技術者

担当工事内容

工
事

専門技術者

担当工事内容

契 約 額

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

契 約 額

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

契 約 額

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

契 約 額

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

安全衛生責任者

主任技術者

工
事

専門技術者

令和　年　月　日

工
事

専門技術者

担当工事内容

工
事

専門技術者

担当工事内容担当工事内容

安全衛生責任者

主任技術者

担当工事内容

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

令和　年　月　日

令和　年　月　日

代表者名

工
事

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

会社名・事業者ID

特定専門工事
の該当

契 約 額

契 約 額

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

工
事

専門技術者

工期 令和　年　月　日

特定専門工事
の該当

有 ・ 無

工期 令和　年　月　日

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

会社名・事業者ID

有 ・ 無

工
事

専門技術者

有 ・ 無

工
事

専門技術者

担当工事内容

工期

特定専門工事
の該当

令和　年　月　日

契 約 額

会社名・事業者ID

担当工事内容

工期 令和　年　月　日

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

契 約 額

自

至

令和

令和

年

年

月

月

契 約 額

主任技術者

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工事
の該当

許可番号

一般／特定の別 一般／特定

安全衛生責任者

主任技術者

（留意事項）
・工事現場などに掲示する場合、契約額は削除してよい。

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

令和　年　月　日

契 約 額

工期 令和　年　月　日 令和　年　月　日

契 約 額

会社名・事業者ID

代表者名

許可番号

一般／特定の別 一般／特定



（様式第５号）

一次会社名
・事業者ID

（　次)会社名
・事業者ID

（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。

 …現場代理人  …作業主任者（（注）2.)  …女性作業員

 …主任技術者  …職　長  …安全衛生責任者  …能力向上教育  …危険有害業務・再発防止教育

（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

入場年月日

受入教育
実施年月日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい
　ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

作　　業　　員　　名　　簿
（　　　　年　　月　　日作成）

 …外国人技能実習生  …１号特定技能外国人

中小企業退職金
共済制度

（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても
  他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。

歳

年　月　日

歳

事業所の名称
・現場ID

所長名

歳

雇入・職長
特別教育

技能講習 免　許雇用保険

年　月　日

年　月　日

建設業退職金
共済制度

歳

職
種

※

技能者ID

健康保険

年金保険

歳

教　育・資　格・免　許

提出日　　　　　年　　　月　　　日

（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ
　トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。

（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹
　技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。

 本書面に記載した内容は、作業員
名簿として安全衛生管理や労働災
害発生時の緊急連絡・対応のため
に元請負業者に提示することにつ
いて、記載者本人は同意していま
す。

年　月　日

元請
確認欄

生年月日

年齢

（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険
　者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除
　外である場合には左欄に「適用除外」と記載。

年　月　日

       …18歳未満の作業員 （注）４．資格・免許等の写しは添付不要。ただし、必要に応じて提出を求める場
　合がある。

歳

年　月　日

歳

（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建
　設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である
　等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。

（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。
　各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。

年　月　日

年　月　日

歳

ふりがな

番
号

氏名

現 作 女

習

未

主 職 安 能 再

１特



（様式第６号） 

 

施工体制点検リスト（太枠工事監督課、細枠契約担当課）  

 

工事監督課点検日  令和   年  月   日  

契約担当課審査日  令和   年  月   日  

１．施工体制台帳の点検（工事監督課）  

点検項目 内容 結果 不適理由又は  

指導事項等 
①施工体制台帳に必要事項が記載さ  

れているか  

           （はい○、いいえ×） 

記載漏れがないか確認  

記載技術者と通知技術者が同一人物

か確認 
 

 

②施工体制台帳の添付書類は揃って  

いるか  

（はい○、いいえ×） 

二次以下の下請業者を含め、全ての

下請契約書の写しが揃っているか確

認 
 

 

③健康保険等へ加入しているか  

 

（はい○、いいえ×、適用除外－） 

二次以下の下請業者を含め、施工体

制台帳の「健康保険等の加入状況」

から確認  

一次下請契約については、契約に係

る見積書の内訳に法定福利費が計上

されているか確認  

 

 

 

２．現場等での点検（工事監督課）  

①施工体系図を掲示しているか  

              （はい○、いいえ×） 
工事関係者及び公衆の見やすい場所

に掲示されているか確認   

②元請業者について建設業許可を示

す標識を掲示しているか  

               

（はい○、いいえ×） 

一般・特定建設業の別、許可年月日、

許可番号及び許可業種、商号又は名

称、代表者氏名、主任（監理）技術

者氏名が記載された標識の掲示を確

認 

 

 

③建退協制度に関する掲示を行って  

いるか  

    （はい○、いいえ×、非加入－） 

「建設業退職金共済制度適用事業主

工事現場標識」が現場に掲示されて

いるか確認  
 

 

④労災保険に関する掲示又は備え付  

けがされているか  

               

 

（はい○、いいえ×） 

労災保険に関する法令のうち、労働

者に関係のある規定の要旨、労災保

険に関する保険関係成立の年月日、

労働保健番号の掲示もしくは備え付

け状況を確認  

 

 

⑤現場代理人は常駐しているか  

              （はい○、いいえ×） 
通知された現場代理人（元請業者）

が常駐しているか確認   

⑥主任（監理）技術者が専任されてい

るかどうか  

 

 

(専任有○、疑義△、問題×、不要－ ) 

通知された主任（監理）技術者（元

請業者）が専任で現場に設置されて

いるか確認  

専任要 4,500万円（建築一式工事  

9,000万円）以上  

 

 

⑦施工体制台帳に記載された一次下  

請業者の担当工事内容が合致して  

いるか  

（はい○、いいえ×、  

未施工・二次以下のみの報告－） 

施工体制台帳に記載された担当工事

内容が現場の施工状況と合致してい

るか確認  

 
 

 

⑧施工体制台帳に記載された一次下

請業者の主任技術者が現場に設置

されているか  

     

（はい○、いいえ×、  

未施工・二次以下のみの報告－） 

施工体制台帳に記載された一次下請

業者の主任技術者が現場に設置され

ているか確認  

専任要 4,500万円（建築一式工事

9,000万円）以上 

 

 

⑨元請業者が主たる部分を直接施工

しているか  （はい○、いいえ×） 
   



（様式第６号） 

 

３．下請契約の審査（契約担当課）  

①元請業者が特定建設業の許可を受  

けているか  

      （はい○、いいえ×、不要－） 

下請代金の総額が5,000万円（建築

一式工事は8,000万円）以上の場合

、特定建設業の許可が必要  
 

 

②無許可業者に下請をさせていない      

 か  

              （はい○、いいえ×） 

無許可業者が500万円（建築工事は

1,500万円）以上の工事を施工して

いないか確認  
 

 

③下請業者が指名停止期間中でない  

か          （はい○、いいえ×） 
指名停止を受けていないか確認  

  

④一次下請代金の合計  過去に報告がある場合は全ての合計          

      円 
⑤元請実施額  元請代金-一次下請代金    

      円 
⑥元請施工割合  

（50%以上○、未満×）  
（ただし、５０％未満の場合で、１件の下請負の工

事金額が市から請け負った工事金額の２分の１を

超えていない場合は－）  

⑤／請負代金×１００  

 

 

 

      ％  

⑦下請契約書に下請代金の支払方法

が記載されているか  

（記載無し×、あり○） 

現金、手形（手形期間）  

現金、手形両方ある場合はそれぞれ

の割合（支払方法が全て手形ではな

いか確認）  

 

 

⑧下請契約書に下請代金の支払期日

が記載されているか  

      （記載無し×、あり○） 

締め日、支払日  

 
 

※  特定建設業者の義務  

  支払はできる限り現金払、出来形、前払い、竣工払の支払を受けた日から１月以内か引渡しの日

から５０日以内のどちらか早いほう  

  一般の金融機関による割引を受けることができる手形（手形期間６０日以内）  

  （下請負人が特定建設業者または資本金４，０００万円以上の会社は除く）  

 

 

    改善要求の有無 無  ・ 有（下記のとおり） 

 
 

改善要求 

 



○

：元請が実施（下請は関与していない）

：実質的に一次下請が実施

：元請と一次下請で実施

：元請が実施

　あり得ない

・住民等から苦情等につい

容等

○

△

○

元請 下請 実施者→

○

× ○、□

△、□

×

△

・施工計画書に記載された技

術者の所属、専任状況

・打合せ、打合せ簿等

報告事項、設計内容の確認

や設計変更協議等の打合せ

を主体的に実施

内容 監督・検査での点検事項等

技術者

発注者との協議

・請負会社に所属している技

術者の専任が認められる

近隣工事との

調整

施工計画 ・契約図書の内容を適切に

・近隣工事との調整を的確

に実施

・施工計画書、施工計画打合

・労働安全衛生法、環境法

令等に定められた官公庁へ

の届出を行い履行

・工事施工上必要な道路管

理者、交通管理者等への申

・近隣工事と調整がとれた施

工等

住民への説明

官公庁等への

届出等

・必要となった修正を適切に

実施

せ等把握

・設計図書の照査を的確に

実施

・施工計画（工程計画、安全

計画、品質計画等）を立案

・工事施工に関する具体的 ・日報、住民からの苦情の内

て、的確に対応

内容の住民説明を行う。

主たる部分を施工する一次

  下請負人

6

○：元

△：元＋下

×：下

左の判定―：判別不能、対象外

○：元請にかわり実施

―：判別不能、対象外

△：元請の補助として実施

×：関与せず

3

4

5

請、協議を実施

・申請書等の内容

・請負契約書に基づく協議・

（様式第７号）

一括下請点検リスト（実質関与）

1

2

項目

工事名称

主たる部分を施工する

一次下請業者請負金額

主たる部分を施工する一次下請業者元請業者

円 ％

請負金額比（主１次下請／元請）

元請負人

○：実施している

△：一部が欠けている

×：できていない

実施者

（注１）

注１

□

○

○×



注３ 判定の○、×、△中

・現場の施工状況、下請から

・施工上の留意点、技術的

△の数

×の数

注２

×

の苦情、下請の事故等の処理、

○、□

元請が実施する業務まで実施してる場合

専門工種に係る業務のみをしてる場合

□

△ △、□ △

○

○ ×

注１

△

□

○ ：元請が実施

判　定

○の数

：元請と一次下請で実施

総　合　判　定　（注３）

○

8

9

10

分、仮設物の使用等につい

11

出来形・品質管

理

安全管理

完成検査

保管

及び指導監督

・品質確保の体制整備

：元請が実施（下請は関与していない）

元請 下請 → 実施者

下請の施工調整

整備

施工体制台帳等

・設備、機械、安全施設、安

ての調整指導

（注２）

※□の場合は担当分野

（注２）

※□の場合は担当分野

・検査・試験結果を適切に

全大会、安全パトロール・教育

内容について具体的指導

・施工体制台帳、体系図の

全行動等の点検 の実施状況等

仮設物の点検記録、日報、安

・労働者の安全教育、下請

業者の安全指導

・施工場所、施工取り合い部

制の保持

・不具合等の発生時に適切

な対策を実施

・下請施工分の完成検査

△：一部が欠けている △：元請の補助として実施 △：元＋下

×：できていない ×：関与せず ×：下

左の判定―：判別不能、対象外 ―：判別不能、対象外

  下請負人 （注１）

○：実施している ○：元請にかわり実施 ○：元

元請負人 主たる部分を施工する一次 実施者

ウ．○、△、×混在　　　　　　　                 

：元請は実質関与していた。

：一次下請が元請が行うべきことを実施していた。（一括下請）

：元請と一次下請が共同で元請の行うべき総合的な企画調整等を実施していた。

（注２）

※□の場合は担当分野

来形監理資料等

・安全確保に責任のある体 ・施工計画書、仮設物の状況、

・点検等ヒアリング、元請の出

× ：実質的に一次下請が実施

○ ○ 　あり得ない

ア．すべて○（△、×の数がともに０）　　

イ．全項目で△又は×　　　　　　　　　　

・工程変更を余儀なくされた

7 工程管理 ・工事全体を把握し、工事の ・施工計画と実施の差等

項目

ときに適切に対応

・災害防止のための臨機の

措置を実施

指揮

手順・段取りを適切に調整・

内容 監督・検査での点検事項等

・出来形報告書類、品質記録

・所定の検査・試験を実施 書類、写真等



                    紛らわしいケースでの判定の目安  

 
　　※元請の実質関与に関する点検項目 
　　　１技術者の専任　　２発注者との協議　３住民への説明　　４官公庁等への届出等　５近隣工事との調整　　６施工計画 
　　　７工程管理　　　　８出来形品質管理　９完成検査　　　　10安全管理　　　　　　11下請の施工調整及び指導監督 
 

 ケース内容 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４（下請の一括再下請）

 主たる部分を行う一次下請人が主たる 
部分の直営施工をしておらず（管理業 
務が主体）二次下請負人以下が実質施 
工している

特定の一次下請負人が主たる部分の直 
営施工しているが、当該一次下請負人 
が工事全体の大部分を実施している

同時期の隣接工事について同一会社が 
一次下請負人（元請と一次下請負の場 
合も同様）として、主たる部分を実施 
している

下請負人に直営施工がなく、再下請負 
人が実質的に施工している

           役割分担 
           不明

 
 元請 

管理 
業務

一次下請 
主たる部 
分を請負 
直営施工 
なし

二次下請 
実質施工

元請 
管理 
業務

一次下請A 
工事量：大

二次下請 元請 
A

一次下請 
C

二次下請     元請 一次 二次 三次 
実質施工

 二次下請    二次下請 一次下請B 
工事量：小

二次下請   元請 
B

一次下請 
C

二次下請     三次 
実質施工

 二次下請  一次 二次   元請の実質関与の状況 
（点検結果）

  
 
 ア　全体実施 

 
総合的な企画・調整等全体 
を実施

●元請のみ実質関与 点検結果にかかわらず ①主任技術者の専任が認められる

 ①　　× ①　　○  一括下請負の疑義有 ①－１　○

 　一次下請の業務が不明確で介在が不 
適切と判断 
 
●一次下請は専門工種部分の施工管理 
を実施（実質関与）

　ただし、特定の一次下請けが工事の 
大部分を実施している場合は②でない 
か注意して点検

　専門工種の管理指導上の必要性が認 
められ、実質関与している

 ①－２　×

 　専門工種の管理指導上の必要性が認 
められない、もしくは実質関与してい 
ない 
 
②主任技術者の専任が認められない

 ②　　○

 　専門工種が元発注のほとんどをしめ 
る場合は、③と同様でないか注意して 
点検  ②　　　×

 
 イ　部分実施 

 
　総合的な企画・調整等全 
体を実施

 ③　　× ②　　×

 　一次下請は元請負の補助もしくは代 
行業務を実施と判定

　一次下請が直営施工と元請負が行う 
べき管理業務を実施していると判定

 ウ　関与していない 
　総合的な企画・調整等全 
体を実施していない

 　ケースにかかわらず 一括下請負の疑義有

 



 
補足 
 
　●全体 
　　１）　○印：一括下請負の疑義がない工事 
　　　　　×印：一括下請負の疑義がある工事 
    ２）　直営施工：主要機械オペレータ、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。 
 
 
　●ケース１ 
　　３）　一括下請負の疑義がある工事においては、「判定」に示した請負人だけでなく、派生的に元請負人及び主たる部分を行う一次下請人の双方が検討対象となる（以下のケースでも同様）。

①に該当する場合は、一括下請負の疑義がある工事として建設許可部局に通知することとする。 
　　４）　「専門工種」：「土木一式工事」「建築一式工事」以外の工事など専門技術に基づく施工管理等を必要とする工事の工種 
　　５）　②に関する判断要素：主たる部分を行う一次下請人の担当工事範囲が広いほど（発注者と元請負人の契約内容と元請負人と下請負人の契約内容の類似性が高いほど、下請金額が大きい

ほど、下請会社数が少ないほど）②とは考えにくい。 
 
 
　●ケース３ 
　　６）　「当該一次下請負の請負金額が高い」 
　　　　　異なる工事の主たる部分を実施する一次下請負人等について、概ね当該一次下請負人等の請負金額の合計額が、いずれか一方の元請の請負金額を超える場合とする。なお、特許を要す

る特殊な工法等の場合は別途検討する。 
 
 
　●ケース４ 
　　７）　ケース１からケース３が元請負人と一次下請負人の関係に着目しているのに対し、ケース４は下請負人と再下請負人の関係に着目している。①－１に該当する場合としては、ケース１

の②における一次下請負人が相当する。 
　　８）　主任技術者の専任が無い場合は建設業法第２６条違反ともなる 
　　　　　　（請負金額が４，５００万円（建築一式工事９，０００万円）以上の工事について） 



（様式第８号）

令和 年 月 日

令和 年 月 日

年 月 日
弘前市長　様

　このことについて、下記のとおり改善措置を講じたので報告いたします。

1 市から請負った工事名称等

(1) 工事名称

(2) 請負代金

(3) 工事期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日 まで

2 改善措置内容

受注者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名

下請契約等の改善について（報告）

記

課 長 係

令和

係 長

受理

決裁

部 長
副市長

課 長

課 長 課長補佐 係 長 係
決裁区分

市 長 副 市 長 工 事 監 督 担 当
部 長

□

市 長□
□
□

契 約 担 当
部 長 課長補佐



（様式第９号）  

 

令和　　年　　月　　日  

 

 

　　　　　　　　　課　長　殿  

 

 

                                                                      　 　 　 　 　

　課　長  

 

 

下請報告に関する不適正事項報告書  

 

 

　工事施工体制の点検を行ったところ、下記のとおり不適正な事項が確認されたので、弘

前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領第１４条第１項に基づき報告しま

す。  

 

 

記  

 

１．工 事 名 称 

　２．工 事 場 所 

　３．工　　　期　　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日  

　４．点検年月日　　令和　　年　　月　　日  

５．不適正事項  

　（１）監理技術者・主任技術者・監理技術者補佐の届出に虚偽があった 

　　　　※（１）に該当する場合は、該当の技術者区分を○で囲む。 

　（２）下請契約に係る報告書が概ね１か月以上遅延した又は提出されていない  

　（３）その他の不適正事項がある  

　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当番号を○で囲む  

　　　　　  

　６．不適正事項の内容  


